
３．分権型教育行政の仕組み

総合教育会議
市 長 基本的な方針の協議、重点施策の調整など 教育長

教育監
教育ブロック会議区担当教育次長会議

初等・中学校教育担当
教育活動支援担当
インクルーシブ教育担当

指導部長・
担当部長

本局部門

第１～４教育ブロック担当

第１～４
教育ブロック
担当部長

指導部を除く

各部・
センター等

指導部

区役所職員
（教育委員会事務局兼務）

保護者・
区民等の

参画のための
会議

区教育行政連絡会

保護者・
地域住民等

学校協議会
学 校 園

ニーズを
汲み取る
仕組み

教育委員会

区担当教育次長（＝区長）

担当部長等

教育次長

支局部門

（１）組織図
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教育会議
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